
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 

平成二十八年六月二十一日 

栃木県規則第四十八号 

 

(趣旨) 

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成二十七年栃

木県条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

(条例別表第一の規則で定める事務) 

第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う保

護の実施に関する事務 

二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の

規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は

その申請に対する応答に関する事務 

三 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第

二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 

四 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 

五 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務 

六 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請

の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

七 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 

2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 

 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第六項に

規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する高等学校卒業程度認

定に係る試験のための講座の受講に係る給付金（以下「ひとり親高等学校卒業程度認

定試験給付金」という。）の至急の対象となる講座の指定の申請の受理、その申請に係

る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

 二 ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事

実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、高等学校等に在学する生徒又は学生の

保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条

第二項第三号に規定する保護者等をいう。次項第二号及び次条第七項第二号において同



じ。)に対する奨学のための給付金(以下「奨学のための給付金」という。)の支給の申請

の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務と

する。 

4 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 

一 高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金

に相当する支援金(以下「高等学校等学び直し支援金」という。)の受給資格の認定の申

請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事

務 

二 高等学校等学び直し支援金の支給に関する保護者等の収入の状況の届出の受理、そ

の届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 

5 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 

 一 栃木県高等学校等修学資金貸与条例（平成十四年栃木県条例第三号）第四条第一項

の修学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に

対する応答に関する事務 

 二 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第八条の修学資金の返還債務の履行の猶予の申

請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事

務 

6 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、栃木県高等学校定時制課程及び通信制

課程修学奨励費貸与条例（昭和五十年栃木県条例第二号）第四条第一項の修学奨励費

の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

に関する事務とする。 

7 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学のため必要な経

費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第五条の経

費を除く。以下「特別支援教育就学奨励費」という。)の算定に必要な資料の受理、その

資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。 

 

(条例別表第二の規則で定める事務及び情報) 

第三条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項

下欄1及び2の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定め

る情報とする。 

一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報ごとに、次

に定める情報 

イ 条例別表第二の一の項下欄1の規則で定める情報 生活保護法第六条第二項の要

保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る奨

学のための給付金の支給に関する情報 

ロ 条例別表第二の一の項下欄2の規則で定める情報 要保護者等に係る高等学校等



学び直し支援金の支給に関する情報 

二 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請

の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

前号に定める情報 

三 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による

保護の変更に関する事務 第一号に定める情報 

四 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務 第一号に定める情報 

五 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収

(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第一

号に定める情報 

2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項下欄2

から5まで、7、8及び10から13までの規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区

分に応じ当該各号に定める情報とする。 

一 生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げ

る情報ごとに、次に定める情報 

イ 条例別表第二の二の項下欄2の規則で定める情報 外国人であって、要保護者等に

準ずる者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る児童福祉法(昭和二十二年法律

第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項

の療育の給付又は同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情

報 

ロ 条例別表第二の二の項下欄3の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る児童

扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当の支給

に関する情報 

ハ 条例別表第二の二の項下欄4の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る母子

及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十

二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付け又は同法第三十一条

第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の

支給に関する情報 

ニ 条例別表第二の二の項下欄5の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る特別

児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項

の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特

別障害者手当の支給に関する情報 

ホ 条例別表第二の二の項下欄7の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る国民

年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項

の福祉手当の支給に関する情報 

ヘ 条例別表第二の二の項下欄8の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る中国



残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項若しくは第三項

の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則

第四条第一項の支援給付の支給の実施に関する情報 

ト 条例別表第二の二の項下欄10の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二

十三号)第六条の自立支援給付の支給に関する情報 

チ 条例別表第二の二の項下欄11の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る難病

の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特

定医療費の支給に関する情報 

リ 条例別表第二の二の項下欄12の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る奨学

のための給付金の支給に関する情報 

ヌ 条例別表第二の二の項下欄13の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る高等

学校等学び直し支援金の支給に関する情報 

二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の

規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は

その申請に対する応答に関する事務 前号に定める情報 

三 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第

二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第一号に定める情報 

四 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第一

号に定める情報 

3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 

一 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係

る部分に限る。) 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童又は当該児童

の扶養義務者に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施、同法

第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて

行う保護の変更、同法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始若

しくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第二十六条の規

定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係

情報」という。) 

二 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び

第六号の二に係る部分に限る。) 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助

産の実施に係る妊産婦(以下「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の

世帯に属する者又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護を受ける



児童(以下「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活

保護実施関係情報 

三 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号に係

る部分に限る。) 児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下「措置児

童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関

係情報 

4 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七

条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実

についての審査に関する事務とし、同表の四の項の規則で定める情報は、当該申請を行

う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。 

5 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 

 一 ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の対象となる講座の指定の申請に

係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四

条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報 

 二 ひとり親高等学校卒業程度認定試験給付金の支給の申請に係る事実についての審査

に関する事務 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当

の支給に関する情報 

6 条例別表第二の六の項の規則で定める事務は、奨学のための給付金の支給の申請に係

る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る

生徒又は学生に係る就学支援金の支給に関する情報とする。 

7 条例別表第二の七の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 

一 高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関

する事務 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報 

二 高等学校等学び直し支援金の支給に関する保護者等の収入の状況の届出に係る事実

についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情

報 

 

(条例別表第三の規則で定める事務及び情報) 

第四条 条例別表第三の一の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項

第四欄1から3までの規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号

に定める情報とする。 

一 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報ごとに、次

に定める情報 

イ 条例別表第三の一の項第四欄1の規則で定める情報 要保護者等に係る特別支援



教育就学奨励費の支弁に関する情報 

ロ 条例別表第三の一の項第四欄2の規則で定める情報 要保護者等に係る奨学のた

めの給付金の支給に関する情報 

ハ 条例別表第三の一の項第四欄3の規則で定める情報 要保護者等に係る高等学校

等学び直し支援金の支給に関する情報 

二 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係

る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報 

三 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による

保護の変更に関する事務 第一号に定める情報 

四 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務 第一号に定める情報 

五 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収

(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第一

号に定める情報 

2 条例別表第三の二の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第四欄

1から5までの規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定め

る情報とする。 

一 生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げ

る情報ごとに、次に定める情報 

イ 条例別表第三の二の項第四欄1の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る特

別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報 

ロ 条例別表第三の二の項第四欄2の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る学

校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の実施に関する情報 

ハ 条例別表第三の二の項第四欄3の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る特

別支援教育就学奨励費の支弁に関する情報 

ニ 条例別表第三の二の項第四欄4の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る奨

学のための給付金の支給に関する情報 

ホ 条例別表第三の二の項第四欄5の規則で定める情報 外国人要保護者等に係る高

等学校等学び直し支援金の支給に関する情報 

二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の

規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は

その申請に対する応答に関する事務 前号に定める情報 

三 生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第

二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第一号に定める情報 

四 生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第一

号に定める情報 

3 条例別表第三の三の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則



で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 

 一 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第四条第一項の修学資金の貸与の申請に係る事

実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る外国人生活保護実施関係情報 

 二 栃木県高等学校等修学資金貸与条例第八条の修学資金の返還債務の履行の猶予の申

請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世

帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報 

4 条例別表第三の四の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法

律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項

の情報は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等若しくは当

該保護者等と同一の世帯に属する者（次項において「保護者等」という。）に係る外国人

生活保護実施関係情報とする。 

5 条例別表第三の五の項の規則で定める事務は、特別支援教育就学奨励費の算定に必要

な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護

者等に係る生活保護実施関係情報とする。 

 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

 

附 則(平成二十九年規則第三十五号) 

この規則は、平成二十九年七月十八日から施行する。 

 

附 則(平成三十年規則第四十三号) 

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 

 


